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別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和 5 年度 豊島区収納対策本部 第 1 回税・保険料部会 

事務局（担当課） 区民部収納推進担当課長 

開   催   日   時 令和 5 年 5 月 18 日（木）午前 9 時 34 分 ～9 時 55 分 

開 催 場 所 802 会議室 

議      題 

１．令和 5年度 収納対策本部の年間スケジュールについて 

２．令和 4年度実績及び令和 5年度の取組み予定について 

３．令和 5年度収納推進基本方針（案）の検討について 

４．令和 5年度 その他検討課題について 

公開の

可否 

会  議  

□公開 ■非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

極めて専門的かつ内部的な内容を含み、行政情報公開条例第 7 条 

第 6 号に該当するため 

会 議 録  

□公開 □非公開 ■一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

極めて専門的かつ内部的な内容を含み、行政情報公開条例第 7 条 

第 6 号に該当するため 

出席者 

委 員 
区民部長、保健福祉部長、税務課長、国民健康保険課長、高齢者医療

年金課長、介護保険課長 

そ の 他   

事 務 局  区民部収納推進担当課長 

提出された資料 

資料 1-1 令和 5年度 年間スケジュール（案） 

資料 1-2 令和 5年度 収納対策本部・部会名簿 

資料 2  税・保険料の収納率の推移(平成 20 年度～令和 4 年度)、各区

順位 

資料 3  税・保険料収納状況等について  

資料 4-1 令和 4年度 収納推進基本方針 柱立 

資料 4-2 令和 5年度 収納推進基本方針 柱立（案） 
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審 議 経 過 

案件１：令和 4 年度 収納対策本部のスケジュールについて 

（１） 案件の説明 

各部会と本部の流れについて説明。 

税・保険料部会では例年、収納推進基本方針（案）を定め、収納対策本部において

その年度の収納推進基本方針の決定及び実施状況を報告している。新区長就任を機に、

収納対策本部を未来戦略会議と統合し、新しい会議体で議論・報告することを検討し

ている。 

資料では部会の第 2 回目を 6 月下旬、第 3 回目を 7 月中旬に開催するとしている

が、6 月下旬では決算がまとまらない課もあるため、第 2 回を 7 月中旬開催とする。 

第 3 回を 1 月中旬に開催し、令和 5 年度の収納状況等を議題とする。 

1 月下旬の新しい会議体にて令和 5 年度収納状況等の報告を行う。 

収納対策本部名簿及び本部要綱の変更についても検討する必要がある。事務局とし

ては横のつながりとしての部会は重要であると考えている。 

部会員が新しい会議体での報告に出席することに変更はない。 

 

（２） 主な意見と質疑 

なし 

 

（３） 結論 

     令和 5 年度 収納対策本部のスケジュールについて一同了承。 

 

案件２：令和 4年度実績及び令和 5年度の取組み予定について 

（１） 案件の説明 

資料 2-1 から資料 2-5、資料 3-1 から資料 3-4 は、令和 3 年度実績まで記載されて

いるため、各課で令和 4 年度実績を追加したうえで、次回の部会で情報共有するこ

ととしたい。収納対策本部から新しい会議体に変更になるため、資料の取捨選択が必

要となることが見込まれることから、報告時の資料形式については今後検討する。 

 

（２） 主な意見と質疑 

【区民部長】 

新しい会議体において、収納対策は報告案件となるのか。もしくは議論案件となる 

のか。 

【事務局】 

現状では不明だが、副区長からは報告案件と言われている。私債権については議論

となる可能性もある。 
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案件３：令和 5年度収納推進基本方針（案）の検討について 

（１） 案件の説明 

資料 4-1 及び資料 4-2 は、令和 4 年度の方針を記載しているため、各課で記載内容

を検討したうえで、次回の部会で情報共有することとしたい。 

 

（２） 主な意見と質疑 

なし 

 

案件４：令和 5年度 その他検討課題について 

（１） 案件の説明 

収納対策の一環として学習・スポーツ課から留学生のいる 25 の専門学校について情

報提供 

を受けた。また、日本語学校データベースというホームページから豊島区内の 14 の日

本語学校について名簿化したため、今後情報共有する。 

 東京国際大学の移転による外国人学生の転入に関しては、企画課で全庁的に要望の取

りまとめを行うとのことなので、区民部単独での要望は保留とする。 

 

（２） 主な意見と質疑 

なし 

 

【事務局】 

   次回の開催日程を 7 月 12 日（水）とする。 


